
　今年度の寿都町の予算をどのように使う

のかを載せています。

　より良いまちづくりを目指して今年度もさま

ざまなことに取り組んでいきます。
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議会・総務等一般
（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

議会一般 38,151 38,151
7 年 度 末

基金積立金 7,905 6,815 1,090 残高見込額① 積 立② 取 崩③
財政調整 129,506 303

土地開発基金 30 30 減債管理 754,588 1,503 150,000
  (繰出金） ふるさと振興 2,292,517 253,467 719,036

人材育成 23,494 35
温泉事業 33,241 50 7,632
地域福祉 473,749 761 174,069

中山間水と土 2,032 3 281
森林環境 2,023 1,092 1,500
水産振興 53,749 76

風力発電（一般） 380,803 47,220
再エネ活性化 20,038 5,061
教育振興 1,371 11 1,038
電源立地 49,128 30
小　計 4,216,239 309,612 1,053,556
土地開発 34,645 30
合　計 4,250,884 309,642 1,053,556

　教育振興の11千円の積立は、教育事務局費で計上。

ふるさと応援 1,000,000 1,000,000

寄附金事業

職員給与費 655,728 6,299 3,277 646,152

広報誌発行 2,950 　 2,950

会計管理一般 3,357 3,357

職員研修及び 3,551 499 3,052
福利厚生事業

1,790
1,761

税務一般 190 190

賦課徴収一般 17,225 390 16,835

選挙管理委員会 375 375
一般

道知事・道議会 2,357 2,357 　道知事・道議会議員選挙執行経費
議員選挙費

統計調査一般 466 433 33

監査委員一般 953 953

情報管理一般 87,185 1,716 85,469

78,644
2,633
5,908

左の内訳
特定財源

　議員報酬等
8年度（見込）

129,809
606,091

1,826,948
23,529
25,659
300,441

1,754
1,615
53,825
428,023
25,099

344
49,158

3,472,295
34,675

3,506,970

　特別職、一般職員及び会計年度任用職員に係る人件費

  印刷製本費等

　出納事務処理に係る経費

　職員研修事業（旅費等）
　福利厚生事業（委託料等）

　納税組合補助等

　システム運用委託等

　選挙管理委員会に係る経費

　国より調査を委任された各種統計調査を実施する。
　（学校基本調査、経済センサス調査区管理、　Ｒ８経済センサス）

　監査委員報酬等

　自治体情報システム協議会負担金
　各種システム運用保守委託料
　事務費等

一　般　会　計

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

基 金 名
8 年 度 末

残 高 見 込 額 ④

　ふるさと振興の253,467千円の積立の内、249,415千円はふるさと応援
寄附金事業で計上。

　風力発電（一般会計）の47,220千円及び再エネ活性化の5,061千円の
積立は、風力発電事業費で計上。

　ふるさと納税を推進し、自主財源を確保するとともに町内経済の活性
化及び町のＰＲを図る。

　職員を研修機関等へ派遣するとともに、講師を招へいし、公務員とし
ての資質向上を図る。また、健康診断を実施し、職員の福利厚生を図
る。

　電算機器や各種業務システム等を導入し、データの入力・修正等の作
業を自前で行い事務処理の迅速・効率的な運用を図る。
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生活関連事業
（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

町功労者表彰 430 430

地域防災事業 6,381 4,410 1,971

875
3,643

　衛星電話アンテナ更改工事 650
1,213

Ｊアラート新型 6,325 6,300 25
受信機整備事業

町有バス等運行 49,579 5,500 39,243 4,836
事業

公共施設等ＬＥＤ 8,400 8,400
化整備事業

簡易郵便局運営 695 695
事業

町内会育成及び 4,236 4,193 43
街灯維持事業

618
2,490
393
172
420
100
43

テレビ中継局等 901 901
維持管理事業

464
437

過疎バス対策 14,772 14,772
事業

6,877

1,337
6,185

373

地方創生対策事業 95 95

204,400 200,000 4,400

左の内訳
特定財源

　防災用備蓄食料等
　防災行政無線保守点検委託、防災行政無線電気料等

　事務費等

　Ｊアラート新型受信機整備工事を行う。

　委託料、事務費、その他運行経費等

　公共施設：地域密着型センター
　防犯灯等：湯別町
　工事請負費

　樽岸・湯別・美谷簡易郵便局の維持運営に対し助成する。
　簡易郵便局運営事業補助金

　町内会育成補助（19団体）
　街灯維持管理事業補助（20団体）
　広報配布･環境対策補助
　バス待合所管理補助
　街灯新設･改修事業補助
　町内会連合会運営補助
　事務費等

　寿都テレビ中継局維持管理等負担金
　黒松内テレビ中継局維持管理等負担金

　市町村生活交通路線補助金
　（島牧線、長万部線、黒松内線）
　地域間幹線系統（雷電線）補助金
　地域公共交通計画策定委託料
　後志地域公共交通計画策定負担金

　委託料・工事請負費等

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

　町の政治、経済、文化、社会等各全般にわたり町政振興に寄与した方
を表彰する。

　町の防災広報活動、行政一般並びに緊急を要する情報等を住民に速や
かに伝達し、災害時の対応と未然防止等住民福祉の向上を図るととも
に、避難対策の推進と防災避難訓練を実施することにより地域住民の防
災意識の高揚とコミュニティづくりを目指す。

　町民バス風太号及びスクールバス等の運行により、住民サービス向上
と利便性を図る。また、寿都診療所への医師の送迎（倶知安町）を行
う。

　公共施設及び防犯灯等をＬＥＤ化することにより、消費電力の削減や
環境負担軽減を図る。

　町内会の育成と街灯新設及び維持管理の負担を軽減することにより、
町内会活動の活性化や街灯組合の運営安定を推進する。

　テレビ中継局の維持管理及び保守点検委託を蘭越町・黒松内町と共同
して運営する。

　地域住民の日常生活に必要不可欠な交通機関である乗合バスの運行確
保のため、バス事業者に対し助成する。また、将来へ向けて地域公共交
通の在り方を見直すため、公共交通計画の策定を進める。

　まち・ひと・しごと創生にかかる寿都町人口ビジョン及び総合戦略の
各施策の効果について、検証・評価・改善を図る。

寿都町CO₂フリー
の循環型地域社会
づくり推進事業

　令和５年度に策定した「CO₂フリーの循環型地域社会づくりに向けた
エネルギービジョン」で示す再エネを活用したまちづくりの実現化を目
指し、太陽光発電を導入したマイクログリッドの構築及び再エネを活用
した海藻類陸上・海面養殖の実証実験を実施する。
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（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

まちづくり振興 756 600 156
対策事業

まちづくり 5,000 5,000
サポート事業

住民提案型協働の 500 500
まちづくり支援
事業

交通安全対策 1,521 1,521
一般

戸籍住民一般 11,802 2,678 1,350 7,774
3,342
8,460

簡易水道事業 48,447 22,500 12,100 13,847
会計繰出金

下水道事業 139,398 45,100 94,298
会計繰出金

清掃事業一般及び 2,894 1,101 465 1,328
全町クリーン作戦 465

100
486

1,592
251

塵芥収集事業 134,768 10,468 124,300
12,162
122,606

し尿処理事業 28,813 28,813

町道維持補修 56,674 10,000 20,055 26,619
事業

裁判所中学校 28,200 28,200

通り線改修事業

町道除・排雪 75,400 7,125 68,275
事業 69,610 

5,790

橋梁補修事業 7,500 4,500 3,000 　町内にある橋梁の点検検査を行う。
　委託料

河川維持事業 6,956 5,900 1,056

樋門・樋管管理 515 514 1
委託事業

町河川改修事業 51,000 51,000

左の内訳
特定財源

　補助金、事務費等

　戸籍、住民基本台帳など住民の身分登録事務・旅券発給事務経費
　戸籍、住民登録一般事務及び旅券発給事務
　戸籍等システム維持管理

　下水道事業の円滑な運営を図る。

　生活環境の保全を図る。
　全町海岸クリーン作戦
　ゴミステーション修繕料
　資源ごみ集団回収推進事業奨励金（２団体）
　海岸漂着物処理
　事務費

　一般廃棄物の収集・運搬・処理を行い生活環境を保全する。
　収集運搬
　南部後志衛生施設組合負担金

　し尿の処理を行い生活環境を保全する。
　南部後志環境衛生組合負担金

　委託料、工事請負費等

　裁判所中学校通り線の法面を改修する。
　委託料、工事請負費

　冬期間の生活路線を確保する。
　除･排雪委託料等
　捨場処理等

  河川の保全管理及び災害防止を図る。
　役務費、工事請負費等

　朱太川増水時の樋門・樋管を操作し、堤内地の洪水を防止する。

　樋門・樋管管理業務委託料等

　山十の川・大畑の川・三ツ滝川を改修し、災害を防止する。
　工事請負費

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

　活力あるまちづくりを推進するため、ボランティア活動の支援を行
い、住民参加によるコミュニティづくりと意識の啓発を図る。

　地域の多様なニーズに対応するため、地域住民がボランティアとして
まちづくりに参画できる仕組みを構築することで、官民協働の地域づく
りを増進する。

　地域活性化を目的に、町民が自主的に行う公益的活動に対し、事業費
の助成や情報提供を行うことによって協働のまちづくりを推進する。

　交通事故を未然に防止するため、各種交通安全啓発運動を全町的に展
開する。

　簡易水道事業の円滑な運営を図るとともに、物価高騰対策支援として
水道基本料減免を実施する。

　住民生活路線の確保及び交通安全の促進を図り、道路の環境整備につ
いても計画的に実施する。
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（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

公営住宅維持 10,660 10,660
管理事業

住宅施策推進事業 16,365 4,075 4,000 7,750 540

空き建築物 3,000 3,000
解体事業

公営住宅改修事業 11,181 10,900 281

3,095 3,095

定住促進住宅 262 262
維持管理事業

公共施設維持 66,930 64 66,586 280
管理事業

公共土木災害 19 19
復旧一般

風力発電施設 52,629 52,629
管理事業 80

52,281
　 268

物価高騰対応 42,630 41,198 1,432
重点支援事業

消防費一般 178,329 2,000 176,329

左の内訳
特定財源

　公営住宅の維持・管理により、入居者の居住環境を整備する。
　需用費等

　住宅政策に伴う、各種支援事業を実施する。
　補助金（住宅リフォーム事業等）

　空き建築物を除去し、跡地の有効活用を行う。
　委託料、工事請負費

　公営住宅長寿命化計画に基づき、計画的に改修整備を行う。
　工事請負費等

　高齢者住宅の管理により、入居者の居住環境を整える。
　委託料、工事請負費等

　定住促進住宅の管理により、入居者の居住環境を整える。
　委託料、事務費等

　修繕費・委託料・事務費

　公共土木災害復旧に係る経費
　事務費

　風太風力発電所（６・７号基）を適正に管理し運営する。
　報酬
　積立金
　事務費

　委託料・事務費等

　岩内･寿都地方消防組合負担金
　寿都支署費、寿都消防団費、施設費等、共通経費

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

高齢者住宅
維持管理事業

　各公共施設の修繕及び保守委託料等を一括管理し、計画的かつ効率的
な整備を図る。

　物価高騰に対する町民の生活支援として、町内で利用可能な地域応援
券の発行及び町内商店等の消費拡大対策事業に対する支援を行う。
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保健・医療・福祉関連事業
（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

社会福祉協議会 25,614 25,614
運営事業

社会福祉委員 2,109 1,219 890
活動事業

障害者対策 725 725

地域生活支援事業 10,716 7,650 2,683 383

53
59
53
516

　成年後見制度支援事業 8,668
1,367

障害者自立支援 150,012 96,388 3,578 50,046
給付事業

128,306
10,787

199
36
123

4,286
313

5,962

低所得者対策 4,047 500 3,455 92

児童養護施設 5,733 5,733
整備補助事業

国民健康保険事業 112,890 11,075 101,815
特別会計繰出金

障害者支援施設 100,000 100,000
整備補助事業

敬老会 1,446 1,446

老人クラブ活動 920 325 163 432
運営事業

老人福祉施設入所 15,011 1,914 13,097
措置事業

介護予防・生活 9,089 8,908 181
支援事業

169
2,079
5,940
720
181

左の内訳
特定財源

　社会福祉協議会の円滑な運営を図る。
　補助金

　独居老人等、地域住民の見守りや相談窓口としての活動を円滑に行う。

　報酬、事務費等

　重度障害者タクシー料金扶助

　日中一時支援事業
　移動支援事業
　手話通訳者派遣等事業
　地域活動支援事業

　日常生活用具給付等

　障害者自立支援扶助
　南後志地区障害者相談支援事業委託料
　障害児等支援体制整備事業
　「専門支援機関派遣事業」委託料
　障害支援区分認定調査委託料
　南後志地区障害支援区分認定審査会共同設置負担金
　児童デイサービス負担金
　発達支援センター運営事業委託料
　事務費等

　福祉灯油助成扶助等

　事業期間：平成２５年度～令和１３年度
　補助金

　国民健康保険事業及び直営診療施設の円滑な運営を図る。

　事業期間：令和８年度
　補助金

　単位老人クラブ補助、連合会補助等

　扶助費等

　移送サービス
　訪問サービス
　除雪サービス
　緊急通報体制整備
　事務費

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

　身体障がい者へタクシー券の給付を行うことにより、障がい者の社会
参加を図る。

　障がい者が、地域で自立した日常生活及び社会生活を営むことができ
るよう支援することにより、障がい者の福祉の増進を図る。

　障がい者等が円滑にサービスを受けられるよう、利用の促進を図る。

　高齢者等の低所得者に対し冬季の採暖費を助成することにより、福祉
の増進を図る。

　歌棄洗心学園の老朽化に伴う改築に対し補助するもので、児童福祉の
増進を図る。

　寿都浄恩学園の老朽化に伴う改築に対し補助するもので、障害者福祉
の増進を図る。

　長年にわたり本町の発展に寄与された高齢者に対し、長寿を祝いその
ご労苦をねぎらう。また、敬老精神の啓発を図る。

　老人クラブ活動を通じ、高齢者の生きがいや健康づくりを推進するこ
とにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上を図る。

　身体・精神上又は環境上及び経済的理由により、居宅において養護を
受けることが困難な老人を入所措置する。

　在宅生活が安心・安全に過ごせるよう高齢者への生活支援サービスを
提供する。
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（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

居宅介護サービス 7,719 7,719
事業

2,059
5,660

介護保険支援 5,220 165 5,000 55
特別事業

長寿者褒賞事業 608 600 8

寿都温泉ゆべつ 1,685 1,620 65
のゆシルバー
優待券支給事業

介護保険事業 79,168 3,943 75,225
特別会計繰出金

各医療扶助 18,501 7,213 1,600 9,688 13,125

4,930

446

後期高齢者医療 67,470 15,380 52,090
事業 43,335

24,135

児童手当扶助 34,303 30,931 3,372

34,260
43

養育医療扶助 1,443 1,081 1 361

　扶助費等

出産・子育て 2,000 1,666 334
応援給付金事業

放課後児童 10,011 3,200 6,811
健全育成事業

子育て支援 1,048 698 350
センター事業

病児・病後児 13,800 9,200 4,600
保育事業

　委託料

保育所運営事業 50,497 8,131 42,366

左の内訳
特定財源

　通所介護サービス
　訪問介護サービス

　対象者２名
　報償費等

　扶助費等

　介護保険事業の円滑な運営を図る。

　重度心身障害者医療扶助

　子ども医療扶助

　ひとり親家庭等医療扶助

　後期高齢者医療制度の円滑な運営を図る。
　後期高齢者医療療養給付費負担金
　後期高齢者医療特別会計繰出金

　支給月：偶数月
　扶助費等
　事務費

　委託料等

　報酬、事務費等

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

　居宅介護サービスを円滑に提供することにより、在宅での老人福祉の
向上を図る。

　低所得者及び広く高齢者の介護保険在宅サービスの利用を促進するた
め、利用料の軽減を図る。また、社会福祉法人が自ら利用料減免したも
のに対し助成する。

　本町に引き続き５年以上住所を有し、かつ５年以上居住している１０
０歳に達した方に対し褒賞する。

　高齢者に対し寿都温泉ゆべつのゆシルバー優待券を支給し、高齢者の
健康増進を図る。

　　身体障害者手帳１級、２級又は３級（内部障害）、重度知的
　障害者及び精神福祉手帳１級の方に対し、助成を行う。

　　出生から満１８歳に達する年度末までの子どもを対象として
　医療費の助成を行う。

　　ひとり親家庭の母又は父及び児童（２０歳未満）に対し、医
　療費の助成を行う。

　少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の
軽減等を図るため手当の支給を行う。

　入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必
要な医療給付を行う。

　妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう給付金を支給
し、子育て世帯の負担軽減を図る。

　働く親の仕事と子育ての両立を支援するため、昼間保護者のいない家
庭の小学生に対し、授業の終了後及び学校休業日に遊びを主とする生活
の場を与えて、その健全な育成を図る。

　子育て世帯（妊婦から就学前児童のいる家庭）の子育てに対する不安
解消のため、育児相談や情報の提供、子育て中の親子の交流などを身近
にできる支援センターを開設する。

　児童が病気又は回復期にあり、集団保育や家庭での保育が困難な場合
に、その児童を専用施設において一時的に預かることにより、保護者の
子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図る。

　幼児の保護者が働いていたり、病気の状態にあるなど、家庭において
十分保育することができない幼児を家庭の保護者に代わって保育する。
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（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

母子各種健診 3,221 555 2,665 1
事業

1,010
176

1,895
80
60

母子各種事業 2,027 1,217 7 803

870
67
166
150
717
40
17

保健推進対策 304 300 4
事業

保健医療福祉 600 600
計画推進事業

健康教育事業 220 131 9 80

生活習慣病健診・ 15,413 255 15,158
がん検診事業

6,095
9,318

感染症対策事業 10,547 10,345 202
202

10,345

葬斎場管理及び 7,268 4,082 3,186
墓地管理事業 6,293

975

公害対策事業 134 15 119

狂犬病対策及び 290 52 238
害虫駆除事業

92
198

エキノコックス 246 246
駆除対策事業

救急医療運営 3,579 1,511 2,068
事業 2,558

407
209
405

倶知安厚生病院 2,741 2,700 41
第２期整備費用
負担事業

左の内訳
特定財源

　乳児・１歳６か月・３歳児健診、５歳児健診
　幼児歯科健診
　妊産婦健診
　１か月健診
　新生児聴覚検査

　産後ケア事業
　お母さん健診
　歯科教室
　不妊・不育治療費助成
　妊産婦健診交通費助成
　紙おむつ処理手数料助成
　事務費等

　保健推進員協議会活動への支援

　計画推進総合アドバイザー報償費

　各地区健康講座、栄養教室等

　生活習慣病健診
　がん検診

　感染症の発生の予防及び蔓延の防止。
　エキノコックス症検診
　予防接種

　葬斎場及び墓地の管理に係る経費
　葬斎場管理
　墓地管理

　水質検査等

　犬の登録、予防接種
　危険害虫等駆除

　委託料

　休日・夜間等における地域住民の救急医療体制の確保を図る。
　救急医療啓発普及事業
　小樽･後志二次救急医療運営事業
　隔離病舎施設負担金
　倶知安厚生病院産婦人科医師確保対策事業

　事業期間：令和３年度～令和８年度

　整備費用負担金

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

　妊婦及び乳幼児の保健管理の向上を図るとともに、う歯予防に向けた
生活習慣や食生活を推進し、特に家族の健康を守る母親への健康意識の
向上を目指す。

　少子化対策として不妊治療及び妊産婦の交通費への経済的負担の軽減
と子育て期の母親に対する健康づくりへの支援及びう歯予防に向けての
意識の向上を図る。

　健康づくり推進のため町民参加の組織を育成し、セルフケア意識の向
上を図る。

　町保健医療福祉計画に基づき、「健やかな暮らしのできるまちづく
り」に向かって、保健医療福祉行政の連携強化による町民の健康づくり
を推進する。

　健康に関するさまざまな情報の伝達やそれを行動化するための手段を
周知し、健康意識向上を図る。

　生活習慣病、がんの疾病を早期に発見し、生活習慣の改善や適切な治
療を受けることにより、健康を維持し、いきいきと生活できるよう各種
検査を実施する。

　狂犬病予防法に基づく狂犬病発生の予防や危険害虫の駆除による公衆
衛生の向上を図る。

　キツネに寄生するエキノコックスを駆除し、人への感染防止を
図る。

　耐震化と老朽化が喫緊の課題とされる、倶知安厚生病院の第２期整備

計画に対し、二次医療圏とする１４町村が費用負担し改築を行う。
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農林・水産・商工・観光関連事業
（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

労働者対策事業 634 300 334

農業委員会活動 2,209 2,209
促進事業

畑作振興栽培 800 800
奨励事業

341
459

農業振興ハウス 13,970 6,256 7,714
運営事業

風太公園維持 2,519 2,519
管理事業

農村活性化 5,645 5,645
センター運営事業

森林保護整備事業 1,239 345 894

有害鳥獣駆除事業 6,231 30 6,201

治山施設管理 286 286
事業

森林環境総合 1,510 1,500 10
整備事業

風太の森維持管理 1,597 1,597
事業

日本海さけます 2,517 2,517
増殖事業

水産多面的機能 1,584 1,584
発揮対策事業

ニシン資源増大 658 658
事業

漁業近代化資金 1,000 1,000
利子補給事業

後継者育成対策 3,000 3,000
事業

漁業就業者研修 7,746 7,746
支援事業

左の内訳
特定財源

　報償費（労働者育成支援、ふるさと就職促進奨励金）等

　農業委員会等に関する法律第６条の規定に基づく事務経費
　報酬、負担金等

　種子（馬鈴薯、長いも）更新
　堆肥等導入等

　委託料等

　事務費等

　農村活性化センターの運営により農村地域の活性化を図る。
　委託料等

　殺そ剤空中散布、保育間伐等

　有害鳥獣による人畜及び農林水産物への被害防止を図る。
　報償費、猟友会寿都分会運営補助等

　治山施設を適正に管理する。

　委託料（草刈及び補修）等

　事務費等

　漁業の近代化を図るため借入利子に対し助成する。

　農林漁業の後継者の育成を図るため助成する。
　後継者育成条例に基づく助成　
　（免許取得、技術研修、漁船購入等）

　短期研修及び長期研修への助成

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

　町内中小企業の労働力確保及び就労の定着を図るとともに広域連携に
よる雇用促進を実践する。
　また、地域での雇用促進を図るため、Ｉターン、Ｕターン者を対象と
した奨励金の交付を実施する。

　町蔬菜園芸生産組合への主要作物の栽培奨励を行い、農業経営の安定
化を図る。

　農業における担い手不足、耕作放棄地の増加など構造的な課題を解決
するため、通年での施設栽培型農業を核とした次世代型施設運営への展
開と拡大推進を図り、雇用の創出と農村活性化を図る。

　多目的広場での各種スポーツ活動と、公園のふれあいの場としての利
用促進を図るために必要な環境整備を行う。

　国土の保全や水資源のかん養等の森林の持つ多様な公益的機能を持続
的に発揮させるため、町有林及び民有林の継続的な整備を図る。

　林内路網（林道等）草刈及び道路の陥没や崩落の改善等により、森林
保護を推進するための環境を整備する。

　寿都湾浜中パークゴルフ場及び浜中野営場（トイレ）を適切に管理す
る。

　さけますの資源増大を図るため日本海さけます増殖事業協会の運営費
を負担する。

　国の制度である水産多面的機能発揮対策事業を活用し、藻場造成を推
進する。

　後志南部地域の沿岸町村及び漁協の共同事業として石狩湾系ニシンの
種苗放流事業を行い、資源の増大を図る。

　漁業の担い手確保を図るため、短期研修と合わせて長期研修を実施す
ることで農林漁業に携わる機会を広く提供し、漁業生産の維持安定に向
けた意欲ある人材の確保・育成に努める。
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（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

水産業産地 900 900
協議会事業

トド被害防止 12,946 8,600 4,346
強化網導入事業

浅海増殖推進事業 4,800 4,800
2,600
2,000
200

各漁港等維持 6,392 367 6,025
管理事業

商工業振興事業 14,490 14,490

観光振興事業 3,000 3,000

道立自然公園 2,499 13 2,486
管理事業

人材育成事業 21,375 21,375

海浜ゴミ清掃 1,416 1,416
事業

観光客誘致宣伝 2,830 2,730 100
事業

観光交流センター 13,593 12,000 1,593
（道の駅）運営事業

温泉施設管理事業 44,182 43,396 786

31,100
4,301
363

　需用費（修理） 7,920
498

左の内訳
特定財源

　補助金

　補助金

　浅海資源の維持増大を図る。
　各地区藻場潜水調査等
　磯焼け対策総合支援事業
　ナマコ資源増殖推進事業

　各漁港施設等を適切に維持・管理する。
　委託料、工事請負費等

　補助金

　補助金

　委託料等

　地域おこし協力隊活動委託料等

　委託料等

　広告料等

　施設管理運営委託料等

　委託料
　　施設維持運営委託
　　ゆべつのゆバス利用者運送委託
　　ポンプ室ピット清掃委託

　その他事務費等

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

　漁獲された水産物の付加価値向上と販路拡大に取り組み、地域ブラン
ドの構築を推進する。

　トドの来遊により定置網等の被害・捕食等、漁業生産に与える影響が
年々増加していることから、強化網を導入し被害を防止すると同時に、
漁業生産の向上を図る。

　経営改善事業、地域商業活性化事業等を積極的に実施し、活性化計画
や販売促進活動の商業振興など一体的な推進により、魅力ある商業地域
の再生を目指す。

　本町のイメージアップと併せて、地域の観光資源や自然環境を充分に
活用した観光振興に努め、新たな観光客の受入れ体制と物産機能の充実
を図り、地域経済の活性化に繋げる。

　観光スポットである弁慶岬の環境整備及び美化を図ることで、観光客
の受入れ体制の充実や観光情報の発信、町内への人流誘導を行い、観光
人口の増加に繋げる。

　地域おこし協力隊制度を活用し、都市部から観光振興に意欲ある人材
を採用し、寿都振興公社、アンテナショップ、寿都観光物産協会、寿都
商工会の運営業務を実践する。

　本町の観光資源である自然景観を保全するため、海浜地の清掃を実施
する。

　積極的なイベント出展や観光情報発信により本町の知名度の向上、観
光客の増加を推進する。

　地域振興の拠点として、産業・観光に関する情報発信や利用者への魅
力の提供に努める。また、町民の利用促進と施設の円滑な管理運営を図
る。

　町民の健康増進及び福祉の向上と、本町への観光客の増加を図るとと
もに、路線バスを活用し、ゆべつのゆを利用する町民の利便性を確保す
る。
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教育関連事業
（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

教育委員一般 1,097 1,097

事務局一般 5,988 2,817 3,171

コミュニティ 731 731
スクール事業

寿都高校支援事業 37,988 24,900 10,900 2,188

小学校・中学校 86,140 36,316 49,824
管理事業

小学校・中学校 22,678 752 21,926
教育振興費

社会教育一般 821 420 401

青少年教育事業 632 370 262

132
126
143
76
112
43

国際理解教育 4,817 4,817
事業

4,567
250

会館管理事業 4,087 1,147 2,940

文化センター 28,700 10,049 18,651
管理運営事業

200,000 200,000

文化センター 7,536 7,411 125
文化事業

41
84

1,000
6,411

佐藤家保存整備 4,192 4,192

事業

橋本家管理事業 3,727 3,727

左の内訳
特定財源

　教育委員に係る一般経費

　教育委員会事務局に係る一般経費

　報酬等

　委託料、補助金等

　事務費、委託料、工事請負費等

　児童・生徒の学習意欲向上を目指し、学習教材の整備充実を図る。

　委託料、使用料及び賃借料、扶助費、事務費等

　社会教育に係る一般経費
　各団体補助金等

　自然体験学習事業　
　二十歳の祝い
　放課後子ども教室事業
　学校支援事業
　社会体験活動事業
　青少年問題対策事業

　英語教育環境の整備
　イングリッシュキャンプ

　委託料、管理人報償費、工事請負費等

　総合文化センターの適正な維持管理を図る。
　事務費、委託料等

　委託料、工事請負費

　家庭教育支援事業
　総合文化祭
　文化振興事業
　図書室運営

　委託料等

　委託料等

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

　各学校に学校運営協議会を設置し、地域とともに特色ある学校づくり
を推進する。

　児童・生徒が楽しく安全な学校生活を送り、落ち着いて学習活動が行
えるよう、学校施設環境と学習環境の整備充実を図る。

　地域の豊かな教育資源を活用し、生活体験や自然体験学習の機会を増
やすことで、人間性・創造性・愛郷心の醸成を図る。

　国際化時代に対応できる人材を育成するため、子どもから一般まで充
実した英語教育環境を整備する。

　各地区会館の維持・管理により、地域住民同士のコミュニティ活動の
場を確保する。

文化センター
大規模改修事業

　平成7年の建設から約30年が経過し、老朽化が著しいことから、大規
模改修を実施し、施設の適切な維持管理を図る。

　住民の主体的な生涯学習活動の定着を図るため、総合文化センターを
活動の拠点とした学習の機会を提供する。

　国の史跡指定及び道指定有形文化財であるカクジュウ佐藤家の活用及
び適正な維持管理を図る。

　本町の歴史的建造物である橋本家の活用を検討していくための体制を
整え、建物等の適正な維持管理を図る。

　寿都高校存続のため、公設民営塾の通年での開設、各種助成を行い、

魅力ある高校づくりを支援し、進学率向上を図る。
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（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

保健体育一般 4,141 4,000 141

各種スポーツ 175 175
事業

運動教室事業 2,122 2,122

スポーツ表彰 124 124

社会体育施設 95,929 45,000 50,660 269
維持管理事業 87,953

　スキー場 7,666
　テニスコート 215
　風太公園 95

食育センター 67,091 4,576 62,515
運営管理事業

左の内訳
特定財源

　保健体育に係る一般経費

　運動教室、イベント委託料等

　社会体育施設の適正な維持管理を図る。
　総合体育館、町民プール

　安心・安全な学校給食の提供と食育の推進を図る。

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

　住民の主体的な生涯スポーツ意識の向上を図るため、町内の体育施設
を活動拠点とした運動・スポーツ機会を提供する。

　健康づくり意識の向上と運動習慣の定着を図るため、町民全般を対象
に、体育施設を活用し定期的に運動教室を開催する。

　町のスポーツ活動において、功績のあった個人・団体を表彰すること
により、今後のスポーツの振興と奨励を図る。
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国（道） 一般財源
支出金

長期債元利 元金 長期債元利償還金 874,903
償還金 831,376 220,899 610,477

利子
43,527 11,351 32,176

元金 利子 計

1 一 般 公 共 事 業 債 3,545 107 3,652 11,766

2 一 般 単 独 事 業 債 85,687 14,545 100,232 1,099,703
内 地 域 活 性 化 事 業 債 38,538 11,351 49,889 636,723

3 公 営 住 宅 建 設 事 業 債 79,260 4,581 83,841 348,069

4 学校教育施設等整備事業債 28,005 455 28,460 87,448

5 辺 地 対 策 事 業 債 6,614 1 6,615 4,602

6 過 疎 対 策 事 業 債 535,787 22,414 558,201 4,289,819

7 臨 時 財 政 対 策 債 91,753 1,424 93,177 624,442

8 災 害 復 旧 事 業 債 725 725 1,450

計 831,376 43,527 874,903 6,467,299

一時借入金 3,000 3,000 一時借入金利子 3,000

利子 (前年度

(前年度

予備費 2,000 2,000 予備費 2,000

(前年度

（単位　千円）
左の内訳

特定財源

3,000)

（参考）

一時借入金限度額 1,500,000

1,500,000)

2,000)

事業名又は件名 予算額 施策の説明
地方債 その他

借入事業区分
償  還  額 ８年度末残高

（見込）
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（単位　千円）

国（道） 一般財源
支出金

604,500 354,073 7,200 207,884 35,343

国民健康保 421,700 354,073 32,553 35,074
険事業勘定

直営診療施設 182,800 7,200 175,331 269
勘定

68,500 24,135 44,365

442,200 180,450 192,568 69,182

介護保険事業 440,100 180,450 190,468 69,182
勘定

介護サービス 2,100 2,100
事業勘定

（単位　千円）

収入 96,924 収入 133,757

支出 109,521 支出 146,211

収入 165,161 収入 138,826

支出 188,215 支出 138,826

収入 751,218 収入

支出 464,695 支出 291,242

特　別　会　計

左の内訳
特定財源

公　営　企　業　会　計

特別会計名 予算額 会計の説明
地方債 その他

国民健康保険事業
特別会計

後期高齢者医療
特別会計

　７５歳以上の後期高齢者を対象とした医療給付制度で、高齢社会に対
応した仕組みとして、医療制度を将来にわたり持続可能なものとするた
め独立した医療制度であり、北海道後期高齢者医療広域連合が運営、町
は被保険者証や保険料納付書の発行等を行う。

介護保険事業
特別会計

公営企業会計名 収益的収入及び支出 資本的収入及び支出 会計の説明

簡易水道事業会計
　安全で安定した水道水を供給を図る。

公共下水道事業
会計

　快適で清潔な生活環境の向上を図る。

風力発電事業会計
　寿都特有の強い「風」をクリーンエネルギーとして活用し、
まちづくりを図る。

　自営業者の方や農業・漁業に従事している方、退職して職場の健康保
険をやめた方などを対象とした医療給付制度で、北海道が財政運営の責
任主体となり、町は国保税等を財源に北海道へ納付金の納付と資格管
理・保険給付業務・検診等疾病予防の取り組みを行う。
　令和３年度からは、寿都診療所が国保直営診療施設に移行して運営、
地域住民の疾病予防と治療の一体的医療サービスの提供を行う。

　介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけ
るよう社会全体で支える仕組みである制度に基づくサービスの提供及び
介護予防・高齢者の健康づくりを図るため各種教室を推進していく。
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